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衆議院議員の比例代表の定数削減に関する意見書（案） 

 

高市首相は、衆議院議員の定数削減に関し、比例代表の４５議席を対象と

するよう指示したことが、自由民主党の政治制度改革本部の総会で明らかに

なった。総会では、与野党の協議会で法施行から１年以内に結論が得られな

かった場合、比例代表の定数のみを自動的に４５議席減らす方針が提示され

ている。 

民意を正確に反映するとされる比例代表の議席のみを大幅に削減すること

は、多くの国民の声を切り捨てるおそれがあり、日本の民主主義を弱体化さ

せ、独裁的な体制を招く重大な懸念がある。また、議員定数の削減は民意の

反映を妨げるだけではなく、国会の役割である行政監視機能を弱めかねない。 

人口減少などを口実に定数削減ありきの議論がなされているが、そもそも、

日本の国会議員数は諸外国と比べても少なく、人口当たりの議員定数は、経

済開発協力機構（ＯＥＣＤ）加盟国３８か国中、下から３番目となっている。

１位のアイスランドでは、人口 100 万人当たりの国会議員数が 176.5 人に対

し、日本は僅か 5.6 人でしかない。こうした状況は、衆議院議員の定数を削

減する根拠がないことを明確に示している。 

よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、衆議院議員の定数について、

比例代表の４５議席を削減しないよう強く要請する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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